
　　　　

        　　　　　　　　　　  　

※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則

津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則

国民健康保険被保険者証の無効

公示送達

公示送達

財政公表

津都市計画事業津駅前北部土地区画整理審議会委員選挙に係る当選人

条　例

津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則

津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例の一部を改正する条例

津市国民健康保険条例の一部を改正する条例

津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則

告　示

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

水道局公告

公　告

水道局告示

津市水道局指定給水装置工事事業者の廃止

津市水道局指定給水装置工事事業者の指定

犬の抑留

犬の抑留

規　則

目　　　次

　　　　　津　市　公　報
平成２１年１０月５日

第 　　９１　　　号

津市立学校設置条例の一部を改正する条例

犬の抑留

芸濃北部土地改良区総代会総代選挙における当選証書の付与

事後審査型条件付一般競争入札の執行

選挙管理委員会告示

芸濃北部土地改良区総代会総代選挙における当選人



 

 

 

 津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３５号 
   津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例 

 津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市 

条例第１０１号）の一部を次のように改正する。 

第３条の次に次の１条を加える。 

 （地域医療用施設） 

第３条の２ 開発センター等に別表に掲げる施設のほか、地域医療用施設（津 

市美杉総合開発センター、津市多気地域住民センター、津市下之川地域住民

センター及び津市伊勢地地域住民センターに限る。）を設置する。 

２ 地域医療用施設を使用できる者は、医師、医療機関その他の医療関係者に 

 限るものとする。 

 第６条中「使用許可を」を「別表に掲げる施設の使用許可を」に改め、同条 

に次の１項を加える。 

２ 地域医療用施設の使用料は、無料とする。 

第７条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

 別表中「第６条関係」を「第３条の２、第６条関係」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

 

 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

  津市長  松 田 直 久   

 

津市条例第３６号 

   津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例の一部を改正する条 

   例 

 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例（平成１８年津市条例第

２７２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項中「第１７条」を「第２６条の２」に、「身体障害者福祉法（ 

昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者療護施設」を「障害者自立 

支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定する障害者支援施 

設（同法附則第４１条第２項の規定により障害者支援施設とみなされる身体障 

害者更正援護施設及び同法附則第５８条第２項の規定により障害者支援施設と 

みなされる知的障害者援護施設を含む。）」に改め、同項第１号中「身体障害 

者福祉法第１５条第４項」を「身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第４項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

 

 

  津市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

                                            津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３７号 

津市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

津市国民健康保険条例（平成１８年津市条例第１３４号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一時

金に関する経過措置） 

２０ 被保険者又は被保険者であった者が平成２１年１０月１日から平成２３ 

年３月３１日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての 

第４条の規定の適用については、同条第１項中「３５万円」とあるのは、「 

３９万円」とする。 

 附 則 

この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 



 

 

 

 津市立学校設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３８号 

   津市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 津市立学校設置条例（平成１８年津市条例第２３２号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１号の表中 

「 津市立太郎生小学校      津市美杉町太郎生２１２８番地１    

  津市立美杉小学校       津市美杉町奥津１０２５番地   」                        

「 津市立美杉小学校       津市美杉町奥津１０２５番地   」に  

改める。                                                          

   附 則 

 この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

   

 

 

を 
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津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

平成２１年９月３０日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市条例第３９号 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

津市運動施設の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２５０号） 

の一部を次のように改正する。 

 別表第４中 

高校生 100 100 100  

大学生・一般 100 100 100  

 

高校生以上・一般 100 100 100  

小学生・中学生 500  回 数 券

(12 回) 高校生以上・一般 1,000  

 別表第１７中 

小学５年生以上・中学生 １回に

つき 

100 個人使

用 

高校生以上・一般 １回に

つき 

200 

小学５年生以上・中学生 1,000 

健康ト 

レーニ 

ング室 

回数券

(12 回) 高校生以上・一般 2,000 

 

中学生以下 １回に

つき 

100  個人使

用 

高校生以上・一般 １回に

つき 

200  

体育室 

専用使

用 

卓球に使用する場合 １回に

つき 

2,700  

「 

「 

」 

」 

を 

に改める。 

「 

を 
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卓球以外に使用する場合 １回に

つき 

2,000  

 

小学５年生以上・中学生 １回に

つき 

100 

高校生以上・一般 １回に

つき 

200 

小 学 ５ 年 生 以

上・中学生 

1,000 

健康ト 

レーニ 

ング室 

個人使

用 

回 数券

(12 回) 

高校生以上・一

般 

2,000 

 

中学生以下 １回に

つき 

100 

高校生以上・一般 １回に

つき 

200 

中学生以下 1,000 

個人使

用 

回 数 券

(12 回) 高 校生以上・

一般 

2,000 

 

卓球に使用する場合 １回に

つき 

2,700  

体育室 

専用使

用 

卓球以外に使用する場合 １回に

つき 

2,000  

改める。 

 別表第２１中 

午前９時 

から正午 

まで 

１面につき 1,300 

午後１時 

から午後 

５時まで 

１面につき 1,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

専用使用 

午前９時 

から午後 

５時まで 

１面につき 3,300 

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

増すごとに 

450 

」 

「 

」 

に 

「 

を 
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午後６時 

から午後 

９時まで 

１面につき 1,300  

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間照明 １面につき

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

当たり 

350 

 

 

 

 

 

 

 

専用使用 

１面につき

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

当たり 

450 

 夜間照明 １面につき

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

当たり 

350 

 

 

専用使用 １面につき

２時間以内 

450 １時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

増すごとに 

220 

中学生以 

下 

２時間以内 100 50 個人使用 

高校生以 

上・一般 

２時間以内 200 100 

テニス 

コート 

専用使用 午前９時 １面につき 1,300 

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

増すごとに 450 

「 

」 

に、 

「 

」 
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から正午 

まで 

午後１時 

から午後 

５時まで 

１面につき 1,800 

午前９時 

から午後 

５時まで 

１面につき 3,300 

 

午前９時 

から正午 

まで 

900 

午後１時 

から午後 

５時まで 

1,000 

会議室 

午前９時 

から午後 

５時まで 

1,900 

 

250 

 

専用使用 

 

１面につき

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

当たり 

250  

中学生以

下 

２時間以内 100 50 個人使用 

高校生以

上・一般 

２時間以内 200 

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

増すごとに 

100 

テニス 

コート 

専用使用 １面につき

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

450  

」 

を 

「 

に 
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とする。）

当たり 

午前９時 

から正午 

まで 

900 250 会議室 

午後１時 

から午後 

５時まで 

1,000 

 午前９時 

から午後 

５時まで 

1,900 

１時間（１

時 間 未 満

は、１時間

とする。）

増すごとに 

 

改める。 

 別表第２２から別表第３２までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 
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別表第２２（第６条関係） 

津市久居スポーツ公園内テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３６０

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第２３（第６条関係） 

津市庄司庵公園内テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３６０

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第２４（第６条関係） 

津市河芸テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

２００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 



- 7 - 

別表第２５（第６条関係） 

津市芸濃テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

２００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第２６（第６条関係） 

津市美里テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

２５０

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

１，０００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第２７（第６条関係） 

津市安濃テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 
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別表第２８（第６条関係） 

津市安濃中央総合公園内テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

５００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第２９（第６条関係） 

津市香良洲テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

２００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第３０（第６条関係） 

津市一志テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

４００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

５００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 
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別表第３１（第６条関係） 

津市白山テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート  １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

３００

  夜間照明 １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

１，０００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

 

別表第３２（第６条関係） 

津市フットパーク美杉内テニスコート施設の使用料 

単位 円 

使用区分 使用料 

テニスコート １面につき１時間（１時間未満は、１時間と

する。）当たり 

５００

〔備考〕 

市外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 
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附 則 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市運動施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の

施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料に

ついては、なお従前の例による。 

 

 

 



 

 

 

津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

            津市長 松 田 直 久   

 

津市条例第４０号 

津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

津市消防団員等公務災害補償条例（平成１８年津市条例第２５９号）の一部 

を次のように改正する。 

 第２条中「第３５条の７第１項」を「第３５条の１０第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２１年１０月３０日から施行する。 



 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市規則第２５号 

   津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

 津市重度心身障害者等介護手当の支給に関する条例施行規則（平成１８年津

市規則第２５４号）の一部を次のように改める。 

 第２条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を削り、第６号を第４

号とし、第７号から第１１号までを２号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



 津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

津市長 松 田 直 久   

 

津市規則第２６号 

   津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則 

 津市心身障害児童福祉年金の支給に関する条例施行規則（平成１８年津市規

則第２５３号）の一部を次のように改める。 

 第２条第３号を次のように改める。 

⑶ 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第１２項に規定

する障害者支援施設（同法附則第４１条第２項の規定により障害者支援施

設とみなされる身体障害者更正援護施設及び同法附則第５８条第２項の規

定により障害者支援施設とみなされる知的障害者援護施設を含む。） 

 第２条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号から第９号までを１号

ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



 津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

津市長 松 田 直 久 

 

津市規則第２７号 

   津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

 津市美杉総合開発センター等の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第７０号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「者は、」の次に「条例別表に掲げる施設を使用しようとする場合

にあっては」を、「まで」の次に「、地域医療用施設を使用しようとする場合

にあっては使用しようとする日の６月前の日から当日まで」を加える。 

 第８条中「開発センター等」の次に「（地域医療用施設を除く。）」を加え、

同条に次の１項を加える。 

２ 地域医療用施設の使用期間は、５年を超えることができない。ただし、使

用期間は、更新することができる。 

 第１号様式から第３号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 





















 津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関する規

則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２１年９月３０日  
 
                      津市長 松 田 直 久 
 
津市規則第２８号 
   津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関す

る規則の一部を改正する規則 
津市助産施設及び母子生活支援施設への入所に要する費用の徴収に関する規

則（平成１８年津市規則第８７号）の一部を次のように改正する。 
 別表備考３中「額」の次に「（医学的管理の下における出産について、特定

出産事故（健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条第１号に

規定する特定出産事故をいう。以下同じ。）に係る事故が発生した場合におい

て、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する

費用の支出に備えるための保険契約（出生者等に対し、総額３，０００万円以

上の補償金を支払う契約）が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情

報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じてい

る場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。）」を加え、同表備

考５中「３５０，０００円」を「３９０，０００円」に改める。 
附 則 

この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 



 津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

  平成２１年９月３０日 

 

                      津市長 松 田 直 久  

 

津市規則第２９号 

   津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則 

 津市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成１８年津市規則第２ 

２号）の一部を次のように改正する。 

第２１条第１項第４号イ中「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に

改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 



  

 津市告示第２１７号 

下記に係る国民健康保険被保険者証及び国民健康保険高齢受給者証は無効で

あることを告示する。      

  平成２１年９月１７日 

 

津市長 松 田 直 久        

     

記 

 

 国民健康保険被保険者証 

記号番号 交付年月日 無効となった日 

０１０７２５６ 平成２０年１０月 １日 平成２１年９月 ４日 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 







津市告示第２２０号 

 地方自治法第２４３条の３第１項及び津市財政公表条例第３条の規定により

平成２１年８月３１日現在の財政状況を次のとおり告示する。 

  平成２１年９月２９日 

 

                      津市長 松 田 直 久 

 

公表内容 

 

１ 会計別歳入歳出予算の執行状況 

２ 一般会計予算の収入及び目的別支出状況 

３ 市債の状況 

４ 基金の状況 

５ 市有財産の状況 

６ 人口・世帯数・面積の状況 

７ 市税の負担状況 

 















津市公告第１４４号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年９月１６日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年９月１４日 
２ 抑留期間 平成２１年９月２４日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
久居緑が丘

町一丁目 

雑種 茶 メス 中 ９１日

以上 
首輪あり 
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第１４５号 
 土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第３５条第４項の規定に

基づき、次の者を津都市計画事業津駅前北部土地区画整理審議会の委員の選挙

の当選人と定めましたので、同条第５項の規定により公告します。 
  平成２１年９月２８日 
 
                      津市長 松 田 直 久 
 
１ 宅地の所有者から選挙される委員の当選人 

氏名又は名称 住所又は所在地 

紀 平 郁 夫 津市上浜町一丁目１４４番地 

岡 原 國 男 津市上浜町一丁目１４３番地 

社団法人 三重県宅地建物取引業協会 津市上浜町一丁目６番１ 

伊 藤 和 廣 津市栄町四丁目１４９番地 

村 木  徹 津市安濃町清水２５８番地１５ 

永 田 正 博 津市上浜町一丁目２６番地 

大 森 芳 二 津市栄町四丁目１６６番地 

 

２ 宅地について借地権を有する者から選挙される委員の当選人 

名 称 所 在 地 
株式会社 別 府 商 店 津市上浜町一丁目１７９番地 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



津市公告第１４６号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年９月２８日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年９月１８日 
２ 抑留期間 平成２１年９月３０日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
河芸町千里

ヶ丘 

柴犬 茶 オス 中 ９１日

以上 
首輪あり 
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市公告第１４７号 
 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。 
  平成２１年９月２８日 
 

津市長 松 田 直 久   
 

１ 抑留日  平成２１年９月２４日 
２ 抑留期間 平成２１年１０月１日まで 
番号 捕獲した 

場所 
種類 
 

毛色 性別 体格 年齢 その他 

１ 
 

 

津市 
桜田町 

雑種 茶白 オス 中 ９１日

以上 
首輪あり 
 

 
3 連絡先 津市環境部環境保全課 
         電話 ０５９－２２９－３２８２ 
      津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課 
         電話 ０５９－２２３－５１９２ 
 
 
 



津市水道局告示第２３号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者から次のとおり給水装置工事の事業の廃

止の届出を受けたので、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年

水道事業管理規程第１４号）第１０条第２号の規定により告示する。 

  平成２１年９月１８日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 廃止年月日 

有限会社中晋工務店 津市半田５７２番地 平成２１年９月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市水道局告示第２４号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。 

   平成２１年９月２８日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名 称 所 在 地 指定年月日 

馬路組 鈴鹿市東旭が丘三丁目 20 番 7 号 平成２１年９月１７日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市水道局告示第２５号 

 津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道局

指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第１０

条第１号の規定により告示する。 

   平成２１年９月２８日 

 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次 

 

名称 所在地 指定年月日 

有限会社三立水道 松阪市星合町 2376 番地 平成 ２１年 ９月１５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市水道局公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２１年９月２８日 

津市水道事業管理者 平 井 秀 次  

 

記 

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注業務とは、水道局又は調達契約課発注業務で担当課執行分を除く。

前 金 払 有

部 分 払 無

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

予定価格 18,538,000

最低制限価格 有

開札日時
及び場所

平成２１年１０月１５日 午前１０時１５分

津市水道局　２階　入札室

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２１年１０月１３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　津中央郵便局留　津市水道局　水道総務課 宛

まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２１年１０月１３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２１年１０月１３日

その他要件

　

 

同種業務
実績要件

過去１０年間において官公庁等が発注した業務で、浄水処理能力が18,000ｍ3/日以上の
上水道施設の浄水場の耐震診断又は設計業務の実績を有する者であること

技術者要件

管理技術者 同業種（同部門）に係る技術士（津市発注業務における専任配置）

照査技術者 同業種（同部門）に係る技術士、技術管理者又はＲＣＣＭのいずれかの者

 

市内本店又は市内支店等

当該部門
における
営業収入
金額要件

市内本店 営業収入金額を有すること

市内支店等 営業収入金額を有すること

発注業種 土木関係コンサルタント

参加資格
に関する
事 項

登録要件
業種 土木関係コンサルタント 部門 上水道及び工業用水道

建設コンサルタント登録規程（昭和52年建設省告示第717号）第２条第１項の規定による登録を受けていること

所在地要件

片田浄水場耐震二次診断業務

 （導水ポンプ井、１～４号配水池、５～８号かん速ろ過池）　1式

期 間 契約締結の日から 平成２２年３月１０日 まで

　

業務場所 津市 片田志袋町

　浄水処理能力36,000ｍ3/日

　

業務概要

地内

業 務 名

平成２１年度　浄水第２７号

片田浄水場耐震診断業務委託（その２）

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２１年９月２８日 業 務 担 当 課 浄水課



円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２１年９月２８日 工 事 担 当 課 工務課

工 事 名
平成２１年度　簡水第９号

八幡簡易水道新設事業に伴う配水管布設工事

工事場所 津市 美杉町川上 地内 

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝911.6ｍ 舗装本復旧工　表層 ｔ＝5ｃｍ　Ａ＝4610m2

消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝2箇所

仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝3箇所 　

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝246.8ｍ 　

発注業種 土木一式（配水管工事）

仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝2箇所 　

　

工 期 契約締結の日から 平成２２年３月１５日 まで

工事概要

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定

所在地要件 市内本店

格付要件 Ａ１

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】　

【ﾌﾞﾛｯｸ】　 【地区】　

【格付】

【地区】　 【格付】　

【格付】　

【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】

【地区】

同種工事
実績要件

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の監理技術者（専任配置）

現場代理人 常駐配置（監理技術者と兼務可）

その他要件

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２１年１０月１３日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２１年１０月１３日 まで

販 売 店 （有）オグラ　　津市垂水2870番地の20　　TEL 059（228）9811

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２１年１０月１３日 必着

郵 送 先 〒514-8799　津中央郵便局留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２１年１０月１５日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 65,151,000

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

　



津市選挙管理委員会告示第７１号 
 平成２１年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙において次

の者が当選人となったので土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）第

２１条第２項の規定により告示する。 
  平成２１年９月２５日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



当選者氏名 住所

 横山　訓 津市芸濃町椋本437番地2

 駒田　巧 津市芸濃町椋本520番地1

 横山　文弘 津市芸濃町椋本487番地

 駒田　厚 津市芸濃町椋本513番地1

 堀　敏郎 津市芸濃町椋本499番地1

 伊藤　俊夫 津市芸濃町椋本660番地

 横山　伊三郎 津市芸濃町椋本650番地2

 長谷川　渡 津市芸濃町椋本647番地1

 駒田　喜勝 津市芸濃町椋本743番地

 竹尾　敏一 津市芸濃町椋本5131番地11

 北山　安生 津市芸濃町椋本4372番地1

 横山　恒一 津市芸濃町椋本5253番地

 横山　弘眞 津市芸濃町椋本752番地1

 堀　秀一 津市芸濃町椋本803番地1

 伊藤　幹夫 津市芸濃町椋本1806番地

 古市　長生 津市芸濃町椋本1874番地2

 古市　常信 津市芸濃町椋本1822番地5

 中村　正男 津市芸濃町椋本1786番地

 小粥　文夫 津市芸濃町椋本6120番地1

 北山　秀行 津市芸濃町椋本1919番地2

 駒田　正 津市芸濃町椋本2719番地2

 吉井　教生 津市芸濃町椋本1935番地1

 髙士　常男 津市芸濃町椋本3124番地1

 村田　幸三 津市芸濃町椋本3659番地1

 楠井　曻 津市芸濃町椋本4737番地2

 臼井　守弘 津市芸濃町椋本3522番地5

 山川　昇 津市芸濃町多門932番地

 海野　文夫 津市芸濃町多門836番地3

 髙士　宗昭 津市芸濃町椋本1128番地3

 岡本　隆夫 津市芸濃町多門14番地2

 前川　稔 津市芸濃町林215番地1

 林　克昌 津市芸濃町林1318番地

 落合　貢 津市芸濃町萩野47番地1

 松田　憲彦 津市芸濃町萩野709番地

 田中　富生 津市芸濃町北神山347番地

 赤塚　浩嗣 津市高野尾町1897番地71



津市選挙管理委員会告示第７２号 
 平成２１年９月２４日執行の芸濃北部土地改良区総代会総代選挙において次

の者に当選証書を付与したので土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９５号）

第２２条第２項の規定により告示する。 
  平成２１年９月２５日 
 
                      津市選挙管理委員会 
                      委員長 大 橋 達 郎 
 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



当選者氏名 住所

 横山　訓 津市芸濃町椋本437番地2

 駒田　巧 津市芸濃町椋本520番地1

 横山　文弘 津市芸濃町椋本487番地

 駒田　厚 津市芸濃町椋本513番地1

 堀　敏郎 津市芸濃町椋本499番地1

 伊藤　俊夫 津市芸濃町椋本660番地

 横山　伊三郎 津市芸濃町椋本650番地2

 長谷川　渡 津市芸濃町椋本647番地1

 駒田　喜勝 津市芸濃町椋本743番地

 竹尾　敏一 津市芸濃町椋本5131番地11

 北山　安生 津市芸濃町椋本4372番地1

 横山　恒一 津市芸濃町椋本5253番地

 横山　弘眞 津市芸濃町椋本752番地1

 堀　秀一 津市芸濃町椋本803番地1

 伊藤　幹夫 津市芸濃町椋本1806番地

 古市　長生 津市芸濃町椋本1874番地2

 古市　常信 津市芸濃町椋本1822番地5

 中村　正男 津市芸濃町椋本1786番地

 小粥　文夫 津市芸濃町椋本6120番地1

 北山　秀行 津市芸濃町椋本1919番地2

 駒田　正 津市芸濃町椋本2719番地2

 吉井　教生 津市芸濃町椋本1935番地1

 髙士　常男 津市芸濃町椋本3124番地1

 村田　幸三 津市芸濃町椋本3659番地1

 楠井　曻 津市芸濃町椋本4737番地2

 臼井　守弘 津市芸濃町椋本3522番地5

 山川　昇 津市芸濃町多門932番地

 海野　文夫 津市芸濃町多門836番地3

 髙士　宗昭 津市芸濃町椋本1128番地3

 岡本　隆夫 津市芸濃町多門14番地2

 前川　稔 津市芸濃町林215番地1

 林　克昌 津市芸濃町林1318番地

 落合　貢 津市芸濃町萩野47番地1

 松田　憲彦 津市芸濃町萩野709番地

 田中　富生 津市芸濃町北神山347番地

 赤塚　浩嗣 津市高野尾町1897番地71


